
2018年度中に
実施済み

2019年４月1日～
７月１日に実施済み

2019年度中に
実施予定

大項目 小項目

①　具体的な取組内容をご記入ください。

①
【2018年度中に実施済み】
（1）　保健事業の推進に係るポスター及びリーフレットを作成し、保険者協議会HPや
　　　 イベント等で展開。
（2）　特定健康診査・特定保健指導等について保険者が知識を習得することを目的と
　　　 した、『特定保健指導等プログラム研修会【初級編】【専門職編】【中・上級
　　　 編】』を開催。
（3-1）東京都保険者協議会データ分析部会において、医療保険者の好事例を収集し、
       事例集を作成。
（3-2）上記事例集を用いた事例発表会を開催。

【2019年4月1日～7月1日に実施済み】
（1）保健事業推進に係るポスターを作成し、保険者協議会HPで展開。
（2）特定健康診査・特定保健指導等について保険者が知識を習得することを目的と
　　 した、『特定保健指導等プログラム研修会【初級編】』を開催（6月）

【2019年度中に実施予定】
（1）保健事業推進に係るポスタ-及びリーフレット・グッズを作成し、保険者協議会
　　 HPやイベント等で展開予定。
（2）特定健康診査・特定保健指導等について保険者が知識を習得することを目的と
　　 した、『特定保健指導等プログラム研修会【専門職編】【中・上級編】』を
　　 開催予定（8月、10月）
（3）東京都保険者協議会保健活動部会において、保健事業に関する研修会を開催予定
　　（秋以降）

②　質問①の回答に、取組事例の共有が含
まれる場合、共有している取組例の実施保
険者名・具体的な取組の内容をご記入くだ
さい。

②
【2018年度中に実施済み】
≪事例集掲載保険者≫
１生活習慣病の発症予防・重症化予防
 （2）特定健康診査・特定保健指導の実施率向上
　　　  事例　5保険者…健康保険組合
　　　 　　　 2保険者…国民健康保険（区）
 （3）重症化予防
      　事例　3保険者…健康保険組合
              1保険者…共済組合
 　    　　　 2保険者…国民健康保険（区）

②集合契約の連絡調整に加えて、被用者保険
の被扶養者向け健診と自治体のがん検診等の
同時実施や、保険者での独自のがん検診等の
実施など、健診の魅力を高めるための保険者
と医療関係者との連絡調整を広く行ってい
る。

○ ○
集合契約の連絡調整に加えて実施してい
る、保険者と医療関係者との連絡調整の具
体的な内容をご記入ください。

【2018年度及び2019年度中に実施済み】
（1）全国健康保険協会東京支部と東京都内6区市とが「生活習慣病対策等における連携・協
働に関する覚書」を締結し、がん検診等の受診促進を推進するための支援を行っている。
（2）東京都保険者協議会ホームページから、東京都が管轄している『とうきょう健康ステー
ション「区市町村がん検診担当部署」』へリンクを貼り、東京都区市町村のがん検診情報が
容易に閲覧出来るように掲載。
（平成20年度より公開している、特定健診集合Bの実施機関と併せて利用者が閲覧することに
より、がん検診との同時実施を促進することを目的とする）

③被用者保険の特定健診と国保・市町村の住
民健診の共同実施など、都道府県内の保険者
共同での健診実施や、保険者間での健診実施
の委託契約の締結に向けて、保険者協議会が
連絡調整や支援をしている。

○ ○
連絡調整や支援の具体的な内容をご記入く
ださい。

【2018年度及び2019年度中に実施済み】
全国健康保険協会東京支部と東京都内6区市とが「生活習慣病対策等における連携・協働に関
する覚書」を締結し、地域の実情に応じた健康づくりなど保険者間での健診実施に向けて支
援をしている。

日本健康会議の2019年度における保険者協議会の達成要件（宣言３）の達成状況　回答様式

　　　 取組の詳細等についての質問・回答
※各要件に該当する場合、７月１日時点で実施した又は実施予定の具体的な内容等をご記入ください。

※ご負担のない範囲内で簡潔にご記入をお願いいたします。１つの欄に複数の回答を記入しても構いません。

１．特定健診・保健指導の実施率向上

※宣言３の達成に係る大項目１の達成要
件：小項目①～③のうち１つ以上の達成
※更なる取組の達成に係る大項目１の達
成要件：小項目①～③のうち２つ以上の
達成

東京都保険者協議会　回答（2019年７月１日時点）

　宣言３の達成について
　　※大項目１から４までのいずれも満たす場合、宣言３の達成となります。
　　※大項目１から５までのいずれも満たす場合、更なる取組の達成となります。

太枠欄のうち該当があるものについて、ご記入をお願いいたします。

達成要件

※複数回答可

①特定健診・保健指導の実施率向上に向け
て、実施率の高い保険者の取組例の共有や、
保険者共同での広報活動（ポスター作成、住
民や医療関係者への働きかけ等）を行ってい
る。

○ ○ ○

別添２ 令和元年10月30日

第2回 東京都保険者協議会データ分析部会
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2018年度中に
実施済み

2019年４月1日～
７月１日に実施済み

2019年度中に
実施予定

大項目 小項目

　　　 取組の詳細等についての質問・回答
※各要件に該当する場合、７月１日時点で実施した又は実施予定の具体的な内容等をご記入ください。

※ご負担のない範囲内で簡潔にご記入をお願いいたします。１つの欄に複数の回答を記入しても構いません。

　宣言３の達成について
　　※大項目１から４までのいずれも満たす場合、宣言３の達成となります。
　　※大項目１から５までのいずれも満たす場合、更なる取組の達成となります。

達成要件

※複数回答可

①　具体的な取組内容をご記入ください。

①
【2018年度中に実施済み】
（1-1）東京都保険者協議会データ分析部会において、医療保険者の好事例を収集し、
       事例集を作成。
（1-2）上記事例集を用いた事例発表会を開催。

【2019年度中に実施予定】
　東京都保険者協議会データ分析部会において、データ分析に係る人材育成のための研修会
　を開催予定（秋以降）

②データの提供が可能な保険者から医療費
データを取得するなど、保険者横断的な医療
費や医療サービスの利用状況等に関する分析
を行い、各保険者への分析結果の提供などを
行っている。

○ ○ ○
実施している分析の方法等についてご記入
下さい。

【2018年度中に実施済み】
　東京都保険者協議会データ分析部会において、以下の分析結果を共有。
・具体的な分析の方法（都内の特定健診等・後発医薬品の使用割合等分析、レセプトデータ
等を活用した医療費分析、健康スコアリングレポート分析）
・データ提供元（東京都（厚生労働省提供データ）、健康保険組合）
・分析結果の共有方法（保険者協議会の構成員のみで共有）

【2019年4月1日～7月1日に実施済み】
　東京都保険者協議会データ分析部会において、以下の分析結果を共有。
・具体的な分析の方法（KDBを活用した医療費分析）
・データ提供元（東京都）
・分析結果の共有方法（東京都保険者協議会HPで公表（一部、保険者協議会の構成員のみで
共有））

【2019年度中に実施予定】
　東京都保険者協議会データ分析部会において、以下の分析結果を共有。
・具体的な分析の方法（健康スコアリングレポート分析 等）
・データ提供元（東京都、健康保険組合 等）
・分析結果の共有方法（東京都保険者協議会HPで公表（一部、保険者協議会の構成員のみで
共有））

③医療費の調査分析等のための人材育成を行
う。
※都道府県又は保険者協議会が行う人材育成
のいずれも評価対象。県職員、国保連職員、
保険者協議会の参加者等のいずれも対象。
※2018年度から追加した取組

○ ○
人材育成の具体的な内容等をご記入下さ
い。

【2018年度中に実施済み】
・名称（平成30年度データを活用した保健事業の取組事例発表会）
・実施日程（平成31年3月6日）
・実施主体（東京都保険者協議会）
・参加対象者（東京都内に所在地のある健康保険組合、共済組合、区市町村国民
　　　　　　　健康保険、国民健康保険組合、全国健康保険協会及び後期高齢者
　　　　　　　医療広域連合の各保険者の保健事業に係る担当者）
・議題・テーマ・研修内容
 （1）講師講義
　　　　テーマ：「保健事業の実施に係るPDCA及びデータヘルス・ポータルサイト
　　　　　　　　　等について」
 （2）医療保険者による事例発表
     　 発表保険者： 3保険者…健康保険組合
  　　　　　　 　　　1保険者…国民健康保険（組合）

【2019年度中に実施予定】
　東京都保険者協議会データ分析部会において、データ分析に係る人材育成のための研修会
を開催予定（秋以降）

２．保険者横断的な医療費の調査分析

※宣言３の達成に係る大項目２の達成要
件：小項目①②のうち１つ以上の達成
※更なる取組の達成に係る大項目２の達
成要件：小項目①～③のうち２つ以上の
達成

①国保データベース（ＫＤＢ）システム等を
活用した調査分析の研修会や被用者保険者等
への分析結果の提供、管内の保険者による
データヘルスの取組事例の共有など、保険者
によるデータヘルスの効果的な取組を広げて
いる。

②
【2018年度中に実施済み】
≪事例集掲載保険者及び取組内容≫
１生活習慣病の発症予防・重症化予防
　（1）スマートフォンや活動量計等を活用した健康づくり事業
　　　 　事例  2保険者…国民健康保険（区・市）
　（2）特定健康診査・特定保健指導の実施率向上
　　　　 事例　5保険者…健康保険組合
　　　　　　　 2保険者…国民健康保険（区）
　（3）重症化予防
　     　事例　3保険者…健康保険組合
               1保険者…共済組合
　　    　　　 2保険者…国民健康保険（区）
２後発医薬品の使用促進
　　　　事例　 1保険者…全国健康保険協会 東京支部
３医薬品適正使用、重複・頻回受診
　　　　事例　 1保険者…国民健康保険（市）
　　　　　　　 1保険者…東京都後期高齢者医療広域連合
４禁煙対策
　　　　事例　 1保険者…国民健康保険（組合）

５歯科健診
　　    事例   1保険者…国民健康保険（区）

≪事例発表会において発表した医療保険者≫
　　　　　　　 3保険者…健康保険組合
  　　　　　　 1保険者…国民健康保険（組合）

②　質問①の回答に、取組事例の共有が含
まれる場合、共有している取組例の実施保
険者名・具体的な取組の内容をご記入くだ
さい。

○○
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2018年度中に
実施済み

2019年４月1日～
７月１日に実施済み

2019年度中に
実施予定

大項目 小項目

　　　 取組の詳細等についての質問・回答
※各要件に該当する場合、７月１日時点で実施した又は実施予定の具体的な内容等をご記入ください。

※ご負担のない範囲内で簡潔にご記入をお願いいたします。１つの欄に複数の回答を記入しても構いません。

　宣言３の達成について
　　※大項目１から４までのいずれも満たす場合、宣言３の達成となります。
　　※大項目１から５までのいずれも満たす場合、更なる取組の達成となります。

達成要件

※複数回答可

３．特定健診データの保険者間の移動の
推進

特定健診・保健指導は、医療費適正化の観点
から保険者が共通で取り組む法定義務の取組
である。加入者が移動した場合、法令上、旧
保険者は現保険者の求めに応じて特定健診
データを提供しなければならないとされてい
ることの重要性を認識し、国が整備した様式
やルールの周知など、管内の保険者に対する
働きかけを行っている。

○
働きかけの具体的な内容をご記入くださ
い。

【2019年度中に実施予定】
東京都保険者協議会において協議を行う予定

①健康教室やウォーキング大会の共同開催や
協賛、後発医薬品の使用促進、受動喫煙防止
の働きかけ、医療資源を大切にする患者教育
など、保険者横断的な予防・健康づくりや医
療費適正化等の活動をしている。

○ ○ ○ 活動の具体的内容をご記入ください。

【2018年度中に実施済み】
一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会が主催しているフェスティバルの各イベント
内において保健事業推進に係るリーフレット配付による啓発を実施

【2019年4月1日～7月1日に実施済み】
東京都保険者協議会としての促進月間を設定。また、各医療保険者共通で被保険者に対して
使用出来るポスター・リーフレットを作成し、東京都保険者協議会HPで展開。
　≪促進月間名≫①禁煙週間（5月31日～6月6日）
　　　　　　　  ②健康増進普及月間（9月）
　　　　　　　  ③乳がん月間（10月）
　　　　　　　  ④糖尿病予防月間（11月）
　　　　　　　  ⑤後発医薬品使用促進月間（2月）

【2019年度中に実施予定】
東京都主催の「Tokyo健康ウォーク（大腸がん検診普及啓発事業）」及び「ピンクリボンin東
京」の後援を行い、参加者向けにグッズ配付による啓発を実施予定。

①　関係者が一体となって健康づくりを推
進するための会議体等について、具体的な
内容をご記入ください。

①
【2018年度中に実施済み】
≪会議体等について≫
・名称（東京都健康推進プラン21（第二次）推進会議、東京都健康推進プラン21（第二次）
推進会議施策検討部会）
・実施日程（6月29日、10月9日、2月12日、3月4日）
・主催者（東京都）
・参加者（学識経験者、医療関係団体の代表、保険者団体の代表、関係団体の代表、関係行
政機関の職員）
・主な議題（プラン21の施策推進に関すること等）
・開催頻度（年4回程度）
・保険者協議会との関係（保険者協議会の委員が保険者団体代表として当該会議に参画）

【2019年度中に実施予定】
≪会議体等について≫
・名称（東京都健康推進プラン21（第二次）推進会議、東京都健康推進プラン21（第二次）
推進会議施策検討部会）
・実施日程（8月、9月、11月、1月、2月（予定））
・主催者（東京都）
・参加者（学識経験者、医療関係団体の代表、保険者団体の代表、関係団体の代表、関係行
政機関の職員）
・主な議題（プラン21の施策推進に関すること等）
・開催頻度（年5回程度）
・保険者協議会との関係（保険者協議会の委員が保険者団体代表として当該会議に参画）

②　関係者の参画・助言を得ながらの保険
者協議会の開催について、具体的な内容を
ご記入下さい。

②
【2018年度以前より実施済み】
医師会、歯科医師会、薬剤師会が東京都保険者協議会の委員として参画。

【2019年4月1日～7月1日に実施済み】
・看護協会、栄養士会、学識経験者、企業、大学関係者等について、必要に応じてオブザー
バーとして参画を依頼（2019年度より）
・東京都保険者協議会委員向けに、特定健診等を取り巻く現状や課題について学ぶことを目
的として、大学特任教授による研修を実施。

③保険者協議会の事務局を、都道府県が自ら
担う、又は国民健康保険団体連合会と共同で
担っている。
※2018年度から追加した取組

○ ○

①　７月１日時点での、保険者協議会の事
務局の体制をご記入ください。

②　７月１日以降に事務局の見直しを予定
している場合、予定している事務局の体制
をご記入ください。

①東京都と東京都国民健康保険団体連合会が共同で事務局運営を担っている。

４．保険者横断的な予防・健康づくり等
の取組、都道府県民の健康増進の推進体
制、都道府県の中核的役割の発揮

※宣言３の達成に係る大項目４の達成要
件：小項目①の達成
※更なる取組の達成に係る大項目４の達
成要件：小項目①～③のうち２つ以上の
達成

②住民の健康増進について、医療関係者、企
業、大学等の幅広い関係者と課題や認識を共
有し、行政と民間が協力しながら住民に働き
かけ、取組を進める観点から、制度や組織の
垣根を超えて、広く産官学の関係者が一体と
なって健康づくりを推進する。例えば、都道
府県等が中心となり「地域版日本健康会議」
（又はこれに類する会議体）を、保険者協議
会と連携しながら開催する、又は当該関係者
の参画及び助言を得ながら保険者協議会を開
催する。
※2018年度から追加した取組

○ ○ ○
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2018年度中に
実施済み

2019年４月1日～
７月１日に実施済み

2019年度中に
実施予定

大項目 小項目

　　　 取組の詳細等についての質問・回答
※各要件に該当する場合、７月１日時点で実施した又は実施予定の具体的な内容等をご記入ください。

※ご負担のない範囲内で簡潔にご記入をお願いいたします。１つの欄に複数の回答を記入しても構いません。

　宣言３の達成について
　　※大項目１から４までのいずれも満たす場合、宣言３の達成となります。
　　※大項目１から５までのいずれも満たす場合、更なる取組の達成となります。

達成要件

※複数回答可

５．後発医薬品の使用促進や重複投薬等
の適正化のための取組

後発医薬品の使用促進または重複投薬等の適
正化について、後発医薬品協議会や地域の医
療関係者と連携した取組（例えば、後発医薬
品の使用率の実態調査や重複投薬等の適正化
の先進事例の共有等）を行っている。
※2018年度から追加した取組

○ ○ ○

①　具体的にどのような取組を行っている
のかご記入ください。
②　質問①の回答に、先進事例の共有が含
まれる場合、共有している取組例の実施主
体（保険者名など）や具体的な取組内容を
ご記入ください。

【2018年度中に実施済み】
①東京都保険者協議会データ分析部会において、医療保険者の好事例を収集し、事例集を作
成。

②実施主体（全国健康保険協会 東京支部）
　具体的な取組内容（薬剤師会と協議して実施した後発医薬品の使用促進事業等を紹介）
　実施主体（東京都後期高齢者医療広域連合）
　具体的な取組内容（保健師等による重複・頻回受診の取組を紹介）

【2019年4月1日～7月1日に実施済み】
①東京都主催の「第1回 東京都後発医薬品安心使用促進協議会」に東京都保険者協議会委員
が保険者団体の代表として参画。

②実施主体（全国健康保険協会 東京支部）
　具体的な取組内容（後発医薬品使用促進の取組を紹介）

【2019年度中に実施予定】
①引き続き、東京都主催の「東京都後発医薬品安心使用促進協議会」に東京都保険者協議会
委員が保険者団体の代表として参画予定。
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